
～Webで24時間365日受付～
不適切保育の相談窓口を設置し相談対応を強化します。

令和5年９月１日
区長定例記者発表
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相談受付：Web上の専用フォーム
【24時間365日】

開始時期：令和6年1月（予定）
流 れ ：保育専門アドバイザーが区と調査を

行い、的確に施設の現場指導、改善
※保育専門アドバイザーは、保育の専門的知見を有す
るスタッフです

対象施設：区内の保育・子育て支援施設等
相談者 ：保護者や近隣住民、施設職員等
相談内容：不適切保育を疑う事案や保育の相談

不適切保育相談窓口の設置

概 要

不適切保育相談窓口を設置し相談対応を強化します

これまでの区の取組

児童相談所設置市として指導検査、巡回
指導の強化
保育アドバイザー派遣、労働環境モニタ
リング

児童相談所設置市としての区の役割

1 不適切保育の未然防止に向けた相談・
支援、より良い保育に向けた助言等
２ 保育所等の相談や通告からの迅速な
対応保育専門アドバイザーなど外部の専門家が「不適切保育

の相談窓口」を行う事業は２３区初！！

※不適切保育「身体的虐待、心理的虐待、性
的虐待、ネグレクト、その他子どもの心身に有
害な影響を与える行為と虐待等が疑われる

行為」
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不適切保育相談対応の流れ
相談窓口では、不適切保育を疑う事案や保育の相談を幅広く受け付けます。

不適切保育相談窓口（Web受付・24時間365日）※保育専門アドバイザー

不適切保育可能性あり 不適切保育可能性なし

不適切保育

重大案件

（死亡や重度

障害など）

現場調査（アドバイザー・区職員）

ケース会議（アドバイザー・区職員）

問題なし

第三者委員会

（弁護士配置）

改善指導

改善指導

保育施設・一時預かり事業・子育てひろば等

保育に関する相談
・運営内容（職員数や配置）・補助金
・保育内容（発熱の考え方・けが・散歩等）
・地域からの苦情（自転車・自動車・騒音等）
・入園・転園相談
・家庭内の虐待・個別支援 など

区関係部署で連携して対応（子ども政策課・保育課・

子ども家庭支援センター・福祉総合窓口等）

相談・指導

保護者や近隣住民・施設職員等

相談・連絡

港区


